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地域住民の介護・健康・福祉に関する相談窓口

地域包括支援センターは認知症や様々な障害等で悩んでいる
高齢者やご家族が安心して生活を送る為に、早期の段階から
関係機関と連携した支援体制を作る取り組みを行っています。

あなたの近くにこのような問題を抱えている高齢者や家族の方はいませんか？
気になる方がおられましたらお近くの地域包括支援センターまでご相談下さい。

発行：特定非営利活動法人くるめ地域支援センター
http://www.hokatu-Kurume.or.jp/

くるめ地域支援センター 検索

生活自立支援センター、障害者基幹相談
支援センター、介護・障害サービス事業
所、地域包括支援センター、久留米市
（関係各課）の専門機関等で一緒に支援
策を話し合い、多角的な視点で課題解決
に向けた意見交換や情報共有を行います。

会議を開催することで…

認知症や障害等で物事を自分で十分に判断できなくなった高齢者や障害がある方の権利

を守り、安心して自分らしい生活が送れるように支援することを『権利擁護』といいます。

地域包括支援センターでは、医療・介護・保健福祉などの関係機関や地域住民等と協力し、

権利擁護の支援体制を作るために『権利擁護個別支援地域ケア会議』を開催しています。

・介護が必要な親に対し無関心
・精神疾患等病気で悩んでいる
・就労が難しい など。

・認知症があり心配
・家族のことが心配
・年金だけでは生活が苦しい
・病院に行けない など。

気になる
方から、
市・包括
等に相談
すると…

「経済的に困っている事があればご相談
ください」

（生活自立支援センター）

「家族の支援について関わります」
（障害者基幹相談支援センター）

「情報共有して早期に安心した生活が
送れるよう連携して支援しましょう」
（ケアマネジャー/地域包括支援センター）

自ら支援を求めることができない世帯
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高齢者やその家族に必要な支援が
明らかになり、様々な
専門機関等から早期に
支援を受けることに
繋がります。

権利擁護個別支援地域ケア会議の流れ
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